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はじめに 

いじめは、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第

１条に、「いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を

生じさせるおそれのあるもの」とあるように、決して許される行為ではない。 

いじめられている子どもがいた場合には最後まで守り抜き、いじめをしている子どもに

はその行為を許さず、毅然として指導していく必要がある。 

いじめを防止するためには、学校のみならず保護者・地域住民と、子どものいじめに関

する課題意識を共有し、自己の役割を認識するとともに、子ども自らも安心して豊かな社

会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを許さない風土づくりを進めていかな

ければならない。 

そこで、本校は、「法」第１３条の規定及び国のいじめの防止等のための基本的な方針

（以下「国の基本方針」という。）及び三重県いじめ防止基本方針、東員町子どもの権利

条例を参酌し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「三和

小学校いじめ防止基本方針」（以下「三和小学校基本方針」という。）を策定することす

る。 

 

この「三和小学校基本方針」では、「法」が規定するいじめの防止等の組織的な取組を

学校のみならず保護者・地域住民と共に円滑に進めていくこととし、 

 

第１章 いじめの定義といじめに対する本校の基本的な考え方 

 

第２章 いじめ問題に取り組むための校内組織 

 

第３章 いじめの防止等の対策のために学校が実施すべき施策と具体的な取組 

 （１）学校が実施すべき施策 

（２）いじめの未然防止のための取組 

 （３）いじめの早期発見のための取組 

 （４）いじめの早期解決にむけての取組 

 

第４章 重大事態への対処 

   

について定めた。 
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第１章 いじめの定義といじめに対する本校の基本的な考え方 

１ いじめの定義といじめの様態 

 

 

 

 

 

２ いじめの理解 

  いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全

な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険

を生じさせるおそれがある。 

  本校では、すべての教職員が、「いじめは、決して許されないものである」「いじめは、

どの学校・どの学級にでも起こりうるものである」「いじめはすべての児童等に関係する問

題であり、無関係ですむ児童等はいない」という基本認識のもと、全教育活動を行う。 

 

３ 三和小学校としてのいじめ問題についての基本的な考え方 

  子どものいじめを防止するために、社会全体がいじめの起こらない風土づくりに努めな

いじめの定義（法第２条） 

いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している

等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当

該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

 

※ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にするこ

となく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。 

※ 児童等とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

※ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かは、表面的・形式的にすることなく、

いじめられた児童生徒の立場に立って判断する。 

※ けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情を調査し、児童生徒の感じ

る被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。 

 

いじめの様態 

 いじめの様態として次の９つに整理する。 

 ○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。 

 ○仲間はずれ、集団による無視をされる。 

 ○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

 ○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

 ○金品をたかられる。 

 ○金品を隠されたり、ぬすまれたり、こわされたり、捨てられたりする。 

 ○いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりさせられたりする。 

 ○パソコンや携帯電話、通信ができる携帯ゲーム機器などで、誹謗中傷やいやな

ことをされる。 

   



- 4 - 

 

ければならない。また、いじめを察知した場合には、適切に指導することが重要である。

その実行のために、地域社会全体で子どもの健やかな成長を支え、見守る役割を果たす必

要がある。 

 

（１）学校としての基本理念と責務 

  人権を「人々が共存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と捉え、いじめ

は人間の尊厳にもとづいて各人が持っている権利（人権）を奪う許しがたい行動であると

いう認識のもと、「自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動」のできる児童

等の育成を図っている（人権教育・道徳教育・命の学習など全教育活動を通じて）。その

基本理念のもと、いじめ対策に対する役割と責任を自覚し、主体的にいじめの防止及び解

決を図るために、以下のことを大切にして取り組む。  

 ①すべての子どもは、かけがえのない存在であることを認識する。 

   ②いじめは決して許されない行為であることを知識・理解にとどめず、実践できる児童

を育成する。 

  ③すべての児童がいじめを行わず、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながら

これを放置しない学校環境づくり行う。 

④安心して学習、その他の活動に取り組むことができるよう、学校内外を問わずいじめ

が行われないようにする。 

⑤子どもが主体となっていじめのない子ども社会を形成すると言う意識を育むため、子

どもの発達段階に応じて、いじめを防止する取り組みが実践できるよう指導・支援す

る。 

 ⑥いじめを絶対に許さないこと、いじめられている子どもを守り抜くことを表明すると

共に、いじめが繰りかえされないように組織的に見守る活動を行う。 

⑦いじめ防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に

重要であることを認識する。 

⑧児童等一人ひとりの自己肯定感・自己有能感を育む教育活動を推進しなければならな

い。 

⑨相談窓口を明示するとともに、子どもに対して定期的なアンケートなどを実施するな

ど、学校の組織をあげて子ども一人一人の状況を把握する。 

⑩学校・保護者・地域住民などが連携し、いじめの問題を克服することをめざさなけれ

ばならない。 

【（３）（４）に保護者・地域住民に学校がのぞむいじめ防止のための役割を記載】 

（２）子ども自身として 

 ①自己の夢を実現するため、何事にも一生懸命取り組むと共に、他者に対しては、思い

やりの心を持ち、自らが主体的にいじめのない環境（風土）づくりに努める。 

 ②自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになりそれが、様々

な場面で具体的な態度や行動に表すことができる。 

 ③周囲にいじめがあると認識したときは、当事者に声をかけることや周囲に積極的に相

談する。 

（３）保護者として 

 ①どの子どもも、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを意識し、いじめをしな

いように規範意識やモラルを教育する。 

 ②日頃からいじめ被害などの悩みがあった場合には、周囲の大人に相談するように言っ

ておく。 
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 ③子どものいじめ防止をするために、学校や地域の人など子どもを見守っている大人と

の情報交換に努めるとともに、根絶をめざし、お互いに補完し合いながら協働して取

り組む。 

 ④いじめを発見し、または、いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校 

  や関係機関に相談又は連絡する。 

（４）地域住民として 

 ①子どもの成長、生活に関心をもち、いじめの兆候が感じ取れるときには、関係する保

護者、学校、関係機関などに積極的に情報の影響をするとともに、連携していじめの

防止に努める。 

 ②地域行事などに、子どもが主体性をもって参加できるよう配慮する。 

 

４ いじめ解消の要件 

  いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている 

必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の

事情も勘案して判断する。 

（１）いじめに係る行為が止んでいること 

 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ 

れるものを含む）が止んでいる状態が相当の期間（３ヶ月を目安）継続していること。 

ただし、いじめの被害の重大性等から、より長い期間を設定する場合もある。 

（２）被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談 

等により確認する。 

 

第２章 いじめ問題に取り組むための組織 

 

１ 組織  

(1)組織の名称 いじめ防止対策委員会 

(2)構成員   校長・教頭・生徒指導担当・人権教育担当・道徳教育推進教師 

（必要に応じて）養護教諭・特別支援コーディネーター・スクールカウ

ンセラー  

※対応にあたっては、事案ごとに担任などの関係教職員を加える。 

  

  (3)組織の構成 

         校長・教頭  いじめ防止対策委員会  生徒指導担当  

 

       教育委員会・その他関係機関     職員会議 

                     

         保護者        児童等      地域住民  

    

 

(4)組織の役割 

⚫ いじめ防止対策委員会は児童の問題行動などにかかる情報の共有、いじめ防止等

にかかる取り組み方針の企画立案などのために定期的に委員会を行うとともに、

いじめ事案発生時には緊急会議を開いて対応を協議する等、学校が組織的にいじ
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めに取り組むに当たって中核となる役割を担う。 

⚫ いじめ防止にかかる計画の作成・実行・検証・修正を行う。 

 

⚫ 日頃からいじめ問題など、児童指導上の課題に対して組織的に対応するため、協

力体制を確立し、平素からいじめ防止などの対応のあり方について、すべての教

職員で共通理解を図る研修を企画・運営する。 

⚫ 把握したいじめ事案について、「事実確認」「指導方針」「具体的な取り組み」によ

り、早期の解決を図る。 

⚫ いじめの事実を明確にするための調査を実施し、集約及び整理をして、児童及び

保護者、教育委員会に報告する。 

⚫ いじめ問題などの関する指導記録を保存し、児童の進学・進級、転学にあたって、

適切に引き継ぐ。 

⚫ 解決を図るために、教育委員会に継続的に報告するとともに、指導・助言を受け

る。 

 

 

第３章 いじめの防止等のために学校が実施すべき施策と具体的な取組 
 

１ 学校が実施すべき施策 

(1)学校基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価項目に位置づけ、達成目標を設定し、 

学校評価において目標の達成状況を評価する。 

(2)学校基本方針について、学校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や 

地域住民が内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、必ず入学時・各年 

度の開始時に児童生徒、保護者等に説明する。 

(3)具体的な年間計画（学校いじめ防止プログラム等）を作成し、組織的に対応するとと 

もに、点検・見直しを行い、実行あるものとなるようにする。 

 

 

２ いじめの未然防止のための具体的な取り組み 

(1)いじめを許さない雰囲気の醸成 

⚫ 児童の豊かな情操と道徳心を培うために、道徳教育・人権教育及び体験活動、

読書活動の充実 

⚫ 仲間作りの推進、友だちと一緒に楽しむ行事や活動の充実 

⚫ わかる授業づくりと規律正しい生活態度の定着をめざす指導 

⚫ 児童会活動・全校集会を通じて、児童が主体となって安心・安全な学校・学級

づくり 

⚫ 情報モラル教育の推進 

 (2) 社会性やコミュニケーション能力の育成 

⚫ ソーシャルスキルトレーニングの授業を実施し、社会性の育成 

⚫ 異年齢集団での活動を行い、思いやりの心や感謝の念の育成 

⚫ 幼稚園児との定期的な交流（1年・4年・5年） 

⚫ PTA・地域の学校安全ボランティアの方々などと協力し、あいさつを交わすこと

ができる三和小学校区の形成 

⚫ 多くの人と接する機会を持ち、コミュニケーション能力を育成するために、ゲ
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ストティーチャー、学校ボランティアなどの来校を促し、開かれた学校づくり

を計画・実行 

 

(3) 基本的信頼感・自己肯定感・自己有能感の育成 

⚫ 友だちのいいところを見つける「心の目」の育成を図り、帰りの会などで交流

する機会の定着→（子どもと子ども） 

⚫ すばらしい言動に対して、適切な評価 

⚫ 学校だより・学級だよりなどを通して、すばらしい言動を広める啓発活動 

⚫ 基本的生活習慣を確立し、親子での会話・体験活動の充実を図るように啓発 

(4) 児童自らがいじめについて学ぶ自主的な取り組み 

⚫ 児童会中心となり、「学校で気になること」を各学級で聞き、安心・安全な学

校づくり 

⚫ 「子どもの権利条例」から学ぶ機会をつくり、自主的に人権学習を行い、いじ

め防止の大切さを学習する場を設ける。 

 

(5) 教職員の研修体制 

⚫ いじめ防止対策委員会が中心となり、いじめの未然防止・早期発見・早期解決・

重大事態への対応などの研修会の開催 

⚫ 打ち合わせや職員会などで、日々の子どもの姿の交流の時間を確保 

⚫ 年に3回、「子どもの姿」交流会（部会開催）で気になる児童の交流 

⚫ 年3回調査の学校満足度調査（Q-U調査）及び9月実施の県統一いじめ調査の結果

を活用し、全校で支援を要する児童について共通理解し、全教職員で声をかけ

たり、支援が必要なときは誰もが丁寧に対応できたりする研修体制の確立 

⚫ 年１回、スクールカウンセラーによる、カウンセリングマインドの研修会の開

催 

⚫ 幼稚園・保育園・中学校などの隣接する諸学校と連携し、いじめについての情

報交換 

⚫ 県教育委員会・町教育委員会や町教育研究の会などが開催する研修会に主体的

に参加 

 

２ いじめの早期発見のための具体的な取り組み 

(1)日常的な取り組み 

⚫ 困ったことが話せる温かい学級づくり、学校づくり 

⚫ 児童の変化やサインに気づくために、児童との対話や観察の実施 

⚫ 日常的に連絡帳や日記などを活用して、相談するとよいことを周知 

⚫ 校舎巡回を日常的に行い、子どもたちの様子の情報交換 

⚫ 教職員の情報共有体制づくりを行い、打ち合わせ・職員会などで交流 

⚫ 保護者が相談しやすいように、窓口を担任または教頭が相談にのることを保

護者に明示・実施 

(2) 定期的な取り組み 

⚫ 学校満足度調査（Q-U調査）を活用した学級づくりと個別の支援 

⚫ 児童会による学校・学級で気になることの交流・改善への向けての取組 

⚫ スクールカウンセラーによるカウンセリングを児童・保護者に周知 

⚫ 町教育相談や町発達支援室などの活用が可能なことを保護者に周知 
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⚫ 情報モラルの学習会を児童だけでなく、保護者と共に実施 

⚫ チェックシートを用いた学級や子どもの様子の確認 

      

３ いじめの早期解決に向けての取組 

(1) いじめを発見、通報を受けた場合は、一部の教職員で抱え込まず、速やかに管理職及

びいじめ防止対策委員会に報告 

(2) 被害児童を全面的に支え、守る姿勢で対応 

(3) 被害児童からの聞き取り及び保護者への報告を行い、保護者とともに解決を図る。 

(4) 加害児童からの聞き取り及び保護者への報告を行い、相手への謝罪を含め保護者とと

もに解決を図る。なお、加害児童の成長支援の視点をもって、加害児童の指導にあた

る。 

(5) 周囲の児童からの聞き取りとともに、観衆的・傍観的立場に立つことが、いじめの助

長につながることについて、学級、学年、学校全体に指導。 

(6) 東員町教育委員会に第１報をいれるとともに、対応策について継続的に指導・助言を

受ける。 

(7) 犯罪行為として扱う必要のある事案については、早期に警察に相談し、連携して対応

する。 

 

第４章 重大事態発生時の対処 

１ 重大事態とは（いじめ防止対策推進法第２８条） 

  下記の重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告するとともに、調査を実

施する。また、当該児童及びその保護者に対し、調査に係る事実関係等の必要な情報を適

切に提供する。 

（１） いじめにより当校に在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

疑いがあると認めるとき。 

       ① 児童が自殺を企図した場合 

       ② 身体に重大な障害を負った場合 

       ③ 金品等に重大な被害を被った場合 

        ④ 精神性の疾患を発症した場合  等を想定しています。 

（２） いじめにより当校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なく

されている疑いがあると認めるとき。 

 

２ 重大事態への対処（いじめ防止対策推進法第２８条） 

     (1) いじめの発見・通報を受けた場合には、一部の教員で抱え込まず、「いじめ防止対

策委員会」を中核として速やかに対応し、被害児童生徒を守り通すとともに、加害

児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨とする教育的配慮のもと、

毅然とした態度で指導する。 

(2) 被害児童生徒に対しては事情や心情を聴取し、児童生徒の状態に合わせた継続的

なケアを行う。加害児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、再発防止に向けて

適切に指導するとともに、児童生徒の状態に応じた継続的な指導及び支援を行う

ことが必要である。 

(3）これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機

関と連携して取組む。 
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(4)「いじめ」が暴行や傷害等犯罪行為にあたると認められる場合や、児童生徒の生命、

身体または財産に重大な被害が生じる場合などは、直ちに警察に通報して、被害

児童生徒を守る。その際は、学校での適切な指導や支援を行い、被害者の意向にも

配慮した上で、警察と相談して対応する。 

(5) 東員町教育委員会との十分な協議のうえ、児童生徒等に関して、出席停止措置の活

用や、いじめられた児童生徒の就学校の指定の変更や区域外就学等、いじめられた

児童生徒の支援のための弾力的な対応を検討する等、重大事態の場合は、被害者・

加害者共に社会人として健全な育成をはかることができるように配慮・対処を行う。 

 

 

学校いじめ防止基本方針の更新、見直し  

本基本方針は、国や県、町からの指導や情報提供、他校との実践交流、自らの点検・

評価などにより、継続的に見直しを図り、年度毎に更新していくものとする。  
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校    内 

いじめが起こった場合のフロ－図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訴
え 

情 

報 

提 

供 

事実確認・調査 

・被害児童 

・加害児童 

・周りの児童からの

聞き取り 

・アンケート調査に

よる事実確認 等 

 

報告・指導 

・被害児童及び保護

者への報告 

・加害児童及び保護

者への指導 

・周りの児童への指

導 

その後の対応 

・被害児童の心のケア 

・見守り体制の確認 

＊３か月を目安 

・未然防止、早期発

見の取組 

・いじめ防止啓発 

いじめ防止対策委員会 

管理職・生徒指導担当者・人権教育担当者・道徳教育推進教師 

スクールカウンセラー・特別支援コーディネーター等 

報 

告 

仲間はずし  からかい 

い じ め 

暴力 嫌がらせ 無視 

 

発

見 

東員町教育委員会 

・学校教育課 

・子ども家庭課（発達支援室） 等 

 ※学識経験者・弁護士・カウンセラー 

三重県教育委員会生徒指導課の指導を仰ぐ 

い じ め 情 報 

（他の児童及び保護者、地域より） 

 東員町いじめ問題対策連絡協議会 

 東員町いじめ問題調査委員会 

 東員町いじめ問題調査結果審議委員会 

  

被害児童 

重大事態 

保護者 
 

い
じ
め
解
決
へ 

重大事態とは 

＊児童の生命、心身・財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認めるとき。 

＊相当の期間学校を欠席することを余儀な

くされている疑いがあると認めるとき 

 

 

 

 

教職員 
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＜資料＞  令和７年度 三和小学校いじめ防止対策年間計画 

□：教師の活動○：児童生徒の活動 ◇：保護者の活動 

学期 月 取り組み内容 指導のポイント 

 
 
 
 
 
 
一 

学 

期 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 

□○いじめ防止啓発月間【児童会活動】 

□学校間・学年間の情報の交換及び指導要録の引き継ぎ 
□指導方針及び指導計画などの策定と共通理解 

【いじめ防止対策委員会・職員会議】 

□○学級開き（人間関係づくり・学級のルールづくり） 

【始業式・学級活動】 

□◇保護者へ「いじめ防止対策」に向けた啓発【学校説明会】 

・いじめの被害者・加害者の関係を確実に

引き継ぐ 
・全校体制で指導するためにも配慮の必要な

児童の共通理解を図る。 

・ソーシャルスキルトレーニングの実施 

・学校がいじめ問題について本気で取り組む

姿勢を児童や保護者に示す。 

 
5 
 

□○遠足を通した人間関係づくり【学年行事・学級活動】 

○Q-U調査（2年以上）【学級活動】    □○カウンセリング 
□あたたかい学級づくりの研修会           教育相談 開始 
□授業を通しての学び合い支え合い 

・Q-U調査の実施時期に配慮する。 
（行事の前後はさける） 
・友達の困り感に寄り添った授業 

 
6 

○縦割り色別班による交流会 
□Q-U調査の分析研修会 

□いじめ認知基準・早期発見チェック 

・学級の課題・学校の課題を教師と児童が

共有し、今後の活動に生かしていく。 

 

7 

 

□○1学期のふり返り【学年・学級活動】 

□1学期の生徒指導のふり返り【職員会議】 

□夏休み中の生活についての指導 

・1学期をふり返る中で、いじめ防止対策の

点検を行う。 

・1学期のふり返り、生徒指導上の課題を教

師間で共有し、次学期につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

二

学

期 

 
8 

□いじめや教育相談等に係る研修会への参加 
□2学期の生徒指導について【校内研修会】 

・各研修会でいじめや教育相談などについ

て研修を深め、今後の指導に生かしていく 

 

9 
□夏休み明け児童生徒の様子の把握     □○カウンセリング 

□○いじめ調査〈県統一調査〉の実施      教育相談 開始 

○いいところ見つけの実施【学年・学級・異年齢集団活動】 

○◇ネット啓発講座 

・夏休み明け、児童の様子に注意する（保

護者との連携） 

・行事に向けて活動中の児童の様子に十分

気を配る. 

 

 

10 

□Q-U調査の実施と活用【学級活動】 

□○三重県いじめ防止条例について指導 

□○行事（運動会）を通したあたたかい学級づくり・人間関 

係づくり 

・児童が主体となって活躍できるよう意欲

と自覚を促す支援をする。 

・運動会後は児童が落ち着かないこともあ

る。児童の様子に注意する。（サインがあ

ったら、教職員で共有・対応） 

 

11 
□○校内人権月間【児童会活動】 

○学級見直し【学級活動】  

〇全校縦割り討論会（よりよい学校づくり） 

□○東員町子どもの権利条例について学習 

○人権フォーラムへの参加と全校への報告 

□Q-Uの分析研修会 

・児童と教師が、ともに人権やいじめ防止

に向けた取組を進める。 

・児童が、自分の思いを「伝える」機会を

設定する。 

・学級の課題を教師と児童が共有し、今後

の活動に生かしていく。 

 

12 
□○◇「教育活動に関するアンケートの実施 

□○2学期のふり返り・がんばったこと【学年・学級活動】 

□2学期の生徒指導のふり返り【職員会議】 

 

・２学期の活動をふり返るなかで、いじめ

防止対策の点検を行う。 

・２学期のふり返り、生徒指導上の課題を

教師間で共有し、次学期につなげる。 

 

 

 

 

三

学

期 

 

1 
□冬休み明け児童の様子の把握        □○カウンセリング 

□○いじめ調査（Q-U）の実施と活用     教育相談 開始 

【学級活動】 

・冬休み明け、児童の様子に注意する（保

護者との連携） 

・様子の変化については教師間で共通理解を図る。 

 

 

2 

○話し合い活動（学級のまとめに向けて）【学級活動】 

□学校自己評価・学級経営方針の評価・ 

次年度への改善事項の確認 

□○幼保小連絡会・1日入学・入学説明会 

・新年度の学級編成に向け、人間関係に不

安を感じ訴えてくる児童の声を拾う 

・来年度に向けて、新入生の人間関係を引

き継ぐ 

 

 

3 

□○話し合い活動（1年間を振り返って）【学級活動】 
□指導要録の整理・進級する学年への資料の作成 
□指導方針及び指導計画の点検と申し送り 
□中学校区連絡会の実施・引き継ぎ 
□いじめ防止基本方針の評価・見直し 
□引継ぎ資料を活用した児童の引き継ぎ 

・いじめに関する情報を確実に引き継ぐた

めの資料を準備する. 

・教師による教育活動の反省を参考に次年

度に向け指導の準備を始める. 

・いじめをはじめ、問題行動についてふり

返りを行う。 
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いじめ早期発見のための気づきリスト 

 

『いじめ早期発見のための気づきリスト』は、いじめの兆候を早期発見できるように学級

集団をチェックするためのものです。日常の業務においてご活用いただき、気づきリストの

項目にあてはまる子どもがいる場合には、その子どもの様子を慎重に観察してください。 

※この気づきリストは参考例です。児童生徒の実態に応じて、工夫して活用ください。 

 

 

【対象児童生徒氏名              】 

【記入日      年   月   日（  ）】 

 

いじめられている児童生徒 

 

 □わざとらしくはしゃいだり、おどけたりする。 

□絶えず周りの顔色をうかがっている。 

 □周りの様子を気にし、おどおどしている。 

□友だちに悪口を言われても言い返さなかったり、愛想笑いをしたりする。 

 □何事に対しても集中力がなく、ぼんやりとしていることが多い。 

 □表情がさえず、ふさぎ込んで、元気がない。 

 □感情の起伏が激しい。 

 □他の児童生徒から言葉がけを全くされていない。 

□いつもみんなの行動を気にし、目立たないようにしている。 

 □遅刻、欠席、早退が多くなる。 

 □登校後、身体の不調を訴えることが増える。 

 □教師から視線をそらし、合わそうとしない。 

 □早退や一人で下校することが増える。 

 □自分の持ち物（靴、教科書等）が無くなったり、作品や掲示物が壊されたり、机やい

すが傷つけられたり、落書きされていたりする。 

□理由もなく成績が突然下がる。 

 □部活動を休むことが多くなったり、やめると言い出したりする。 

 □シャツやズボンが汚れていたり、ボタンが取れていたり、ポケットが破けたりして 

  いる。 

 □手や足にすり傷やあざがある。 

 □けがの理由を曖昧にする。 

 □必要以上のお金を持ち、友だちと金品のやりとりをする。 

 □不安げに携帯電話をいじり、メールの着信やインターネット上の書き込み等をチェ 

ックしたりしている。 

 □些細なことで友だちから冷やかされたり、からかわれたりすることが多い。 

 □グループ編成の時に一人になることが多い。 

□他の児童生徒との机の間隔が他よりも広い。 

 □学習意欲が低下したり、忘れ物が増えたりする。 

 □教職員がほめると冷やかされたり、陰口を言われたりする。 

□職員室や保健室付近でうろうろしている。 

 □本人が不快に思う呼び方で呼ばれている。 
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 □他の人の持ち物を持たされたり、使い走りをさせられたりする。 

 □つきあう友だちが急に代わったり、教師が友だちのことを聞くのを嫌がる。 

 □特定のグループと常に行動を共にしている。 

□休み時間に一人で過ごすことが多い。 

□遊びの中で、嫌な役割を担わされていることが多い。 

□教室へいつも遅れて入ってくる。 

 □給食時に配膳すると嫌がられる。 

 □給食時に意図的な配り忘れや不平等な配膳をされる。 

 □他の児童生徒の机から机を少し離して給食を食べている。 

 □給食を笑顔なく静かに食べている。 

 □食べ物にいたずらをされる。 

 □みんなと離れて、一人だけで清掃している。 

 □清掃時にみんなが嫌がる仕事をしている。 

 □清掃時に特定の児童生徒の机だけが運ばれずに放置されている。 

 

 

いじめている児童生徒 

 

 □クラス内で、内緒話をする姿が多く見られるようになってきた。 

□グループでまとまり、特定の児童生徒を仲間に入れようとしない雰囲気がある。 

□グループで行動し、他の児童生徒に指示を出す。 

□他の児童生徒との会話において、命令的なきつい話し方をする。 

□他の児童生徒に対して威嚇する表情をする。 

□他の児童生徒に軽くぶつかったり、遊ぶふりをして叩いたり、蹴ったりする。 

 □教職員によって態度をかえる。 

 □教職員の指導を素直に受け取れない。 

 □教職員との関わりを避けようとする。  
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学校におけるいじめの認知基準チェックリスト 

 

県教育委員会では、学校や保護者等から連絡・相談を受けた際、学校に「いじめ」に対す

る認識や組織的な対応について指導・助言することがあります。中には、法の定義に基づく

認知や学校組織としての対応に課題が見られるケースもあります。いじめはどこの学校でも

どの子どもにも起こりうるものであるという認識に立ち、子どもたちを守るため、被害性に

着目した積極的な認知、組織としての対応が適切になされるようにしていくことが大切です

。そこで、過去の具体的な事例を基に、学校がいじめを認知する際に陥りがちな点を『学校

におけるいじめの認知基準チェックリスト』としましたので、研修会等でご活用いただき、

学校の対応について確認してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 中学 1年生の生徒Ａは、入学したときから粗暴な言動があった。担任はその都度指導

するとともに、保護者にも協力を求め、指導を継続していた。しかし、指導が慢性化す

る中で担任の指導が次第に緩くなり、生徒Ａが生徒Ｂに対してからかいの発言を行った

際、担任は生徒Ａを指導したが、「いじめ」としての認識がなく、他の教員に共有しなか

った。結果として、生徒Ａは担任のいないところで生徒Ｂをからかっており、多くの教

員の目で生徒Ｂを見守ることができず、生徒Ｂは長期間学校を欠席することとなった。 

 

「いじめ」の疑いがある事案について、担任または一部の教員が事案を抱え込むこ

となく、学校の中で認知・共有し組織的に対応していますか。 

 

 

 

いじめ防止対策推進法 
 

第１条（目的）この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又

は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持す

るため、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下

同じ。）のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並

びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじ

めの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策

を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

 

第２条（定義）この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の

対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 
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２． 高校１年生の生徒Ａは、日頃から友人にきつい口調で接する時があり、学校行事の種

目決めをきっかけに、クラスでも部活動でも人間関係がうまくいかなくなった。生徒Ａ

が担任に「友人とトラブルになっている」と訴えたため、担任を中心に学校全体で対応

したが、本人から「いじめ」との申告が無かったため、学校は「いじめ」と認知しなか

った。その後、生徒Ａは年度末まで学校を欠席し、保護者から「いじめとして対応して

いなかったのではないか」との指摘を受けた。 

 

「いじめ」としての訴え等が無くても、被害の実態に着目して認知していますか。 

 

 

３． 高校の部活動で２年生の一部が複数の１年生に暴力行為を行っており、１年生の中に

は退部する者もあった。やがて、耐えかねた１年生から部顧問に申告があり、学校では

暴力行為として加害行為を行った２年生を厳しく指導したが、「いじめ」としては認知し

なかった。 

 

「暴力行為」と「いじめ」など、複数の項目に該当する場合、適切に認知していま

すか。（該当する項目すべてにおいて認知し、報告する必要があります。） 

 

 

４． 小学２年生の児童Ａは、児童Ｂの鉛筆を隠し、児童Ｂが探している姿を見て面白がる

という悪戯をしていた。児童Ｂはその行為に対して嫌な気分になったため、休み時間に

児童Ａの筆箱から鉛筆を取り、隠すつもりでゴミ箱に鉛筆を入れた。担任はトラブルと

して指導したが「いじめ」とはせず、双方の嫌な気持ちに寄り添うことなく終わらせた。 

 

両者がいじめの被害者であり、加害者でもあるというケースがあります。このよう

なケースにおいても適切に「いじめ」としての認知を行っていますか。 

 

 

５． 中学３年生の生徒Ａは授業で指名された際、見当違いな発言をすることがあり、生徒

Ａが指名されるとクラスの生徒はクスクス笑ったり、からかうような発言をすることが

あった。教科担当の教員は、その都度、からかうなどした生徒を注意していたがある日、

クラスの生徒の１人から「これはいじめではないか。」と担任に相談があった。 

 

いじりやからかいであっても、その行為によって児童生徒が嫌な思いをしている

場合、「いじめ」と認知していますか。 
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６． 高校１年生の生徒Ａと生徒Ｂは同じクラブに所属していたが、関係がギクシャクして

いたため、部顧問の先生が間に入って話し合いの場を作り、解決した。しかし、その日

の夜、生徒Ａは、ＳＮＳで「楽しんで頑張っていたのに、ほんと面白くない。最低！」

と書き込みを行った。それを見た生徒Ｂはショックを受けて部顧問に相談したが、部顧

問から「生徒Ａは、塾で嫌なことがあったので、生徒Ａに悪気はない。」と言われ、学校

を数日間欠席した。 

 

被害性に着目せず、加害者の言い分を聞いて、悪気がないからといって「いじめ」

と認識しなかったことはありませんか。 

 

７．  小学５年生の児童Ａは、よく忘れ物をする児童であり、忘れ物をする度に周りの児童

から「Ａ君、忘れ物したらあかんよ」や「時間割ちゃんと合わせている？」等の言葉を

かけられていた。担任は児童Ａのためを思った周囲の言葉がけだと考え、特に問題にし

ていなかった。ある日から、児童Ａの欠席が続き、保護者から「Ａがいじめられている」

との訴えがあった。 

 

    好意で行ったことであっても、意図せずに相手の児童生徒に嫌な思いを感じさせ 

てしまう場合があります。このようなケースにおいても「いじめ」と認知していま 

すか。（指導にあたっては、「いじめ」という言葉を用いずに、相手の気持ちを考 

えさせる指導を行うなど、柔軟な対応も可能です。） 

 

   

８． 同じクラスの２人が相互にネット上で悪口を言い合っていた。一方の生徒がスマホの

記録を示し、いじめを受けていると主張したところ、もう一方の生徒が、自分の方がひ

どいことを言われていると主張した。教員が確認したところ、ほぼ同程度の悪口の言い

合いだったため「けんか」と判断し、双方に指導した。 

 

      児童生徒間でなされた行為を「けんか」と捉えて、「いじめ」と認識しなかっ 

たことはありませんか。（一般に「けんか」と捉えられる行為は、何らかの心身 

の苦痛を生じさせるものであり、双方が「いじめ」の被害者であり、加害者であ 

る場合が多くあります。） 

 

９． 高校 1年生の生徒Ａは、学校で私物がなくなるということがあった。学校は生徒らへ

聞き取り等の指導は行ったが、誰がやったのか不明であったため、「いじめ」としての認

知はしなかった。 

 

     被害者が苦痛を感じている行為について、加害者が分からない場合でもいじめ 

として認知していますか。 
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10． 高校３年生の生徒Ａは、同じ部活動の 1年生からよくからかいを受けていた。部顧問

は生徒Ａに聞き取りを行い下級生にも指導した。その後、生徒Ａは部活動を退部した。 

 

年齢差、立場に関係なく「いじめ」として認知していますか。 

 

 

11． 高校 1年生の生徒Ａは、放課後に通っていた塾等で他校に通う同じ中学校出身の生徒

Ｂから嫌がらせを受けていた。担任は面談で話を聞いていたが、他校の生徒及び校外で

の出来事であるため、いじめとしては認知しなかった。 

 

   加害者が他校の生徒等であっても、「いじめ」として認知していますか。(こ 

  のようなケースでは、他校と連携した対応が必要です。） 

 

 

12． 小学５年生の児童Ａは、児童Ｂ、児童Ｃと休み時間によくプロレスごっこをして遊ん

でいたが、だんだん過激になってきた。同じクラスの児童が担任の先生に「プロレスご

っこで児童Ｂと児童Ｃが児童Ａにやっていることは、やりすぎだと思う。」と相談した。

担任が児童Ａに確認したところ「大丈夫です。」と答えたため、いじめと認知しなかった。 

 

児童生徒が苦痛や嫌な思いを訴えなくても、その表情や態度等を注意深く観察し、

適切に「いじめ」を認知していますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


